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令和４年度 地方公務員の給与等に関する調査研究会 設置要綱 

 

 

１ 目的 

平成18年度より導入された地域手当については、国家公務員における給与制度の総合的

な見直しとして、地域間の給与配分の見直しの取り組みにより制度が改正されており、地

方公務員についても、国において見直された地域手当の指定基準に基づき、支給地域及び

支給割合を定めることが原則とされている。これに関し、地方公共団体からは、地域手当

の支給地域等が必ずしも地域の実情を適切に反映していないのではないか等の意見がある

ことから、地域の実態を踏まえた地域手当の諸課題について調査研究することを目的とし

て、「地方公務員の給与等に関する調査研究会（以下「調査研究会」という。）」を設置す

る。 

 

２ 調査研究の内容 

地方公務員の給与等に関して、以下の調査研究を実施する。 

(1) 各地方公共団体における地域手当に係る問題点・課題について 

(2) 上記を踏まえた地域の実態を踏まえた地域手当のあり方について 

(3) その他 

 

３ 組織 

(1) 調査研究会は、委員８人以内で構成する。 

(2) 調査研究会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることが

できる。 

(3) その他調査研究会の運営に関し必要な事項は、座長がこれを定める。 

 

４ 座長 

(1) 調査研究会に、座長を置く。 

(2) 座長は、会務を総理する。 

(3) 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務を代

理する。 

 

５ その他 

(1) 調査研究会の庶務は、一般財団法人自治総合センターにおいて処理する。 

(2) 本要綱に定めるもののほか、調査研究会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

(3) 必要経費 約１，６００千円 
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地方公務員の給与等に関する調査研究会 委員名簿 

 

座 長 

稲継 裕昭  早稲田大学政治経済学術院教授 

 

委 員 

浅羽 隆史  成蹊大学法学部長 

出雲 明子  明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授 

太田 聰一  慶應義塾大学経済学部教授 

玉井 亮子  京都府立大学公共政策学部公共政策学科准教授 

（五十音順、敬称略） 
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検検討討経経緯緯  

 

 

第第１１回回  令令和和４４年年７７月月２２５５日日（（月月））  

地域手当に関する制度概要及び過去の研究会における議論等に

ついて説明、意見交換等 

第第２２回回  令令和和４４年年１１００月月３３１１日日（（月月））  

地域手当に関する論点整理及び意見交換等 

第第３３回回  令令和和４４年年１１２２月月２２２２日日（（木木））  

地域手当に関する論点整理及び意見交換等 

第第４４回回  令令和和５５年年１１月月２２６６日日（（木木））  

地域手当に関する論点整理、意見交換等及び「報告書の骨子（案）」

について意見交換等、まとめ 

     

49




